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会
社
法
の
施
行
に
伴
い
議
事
録
の
作
成
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た

組
合
Ｑ
＆
Ａ

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
以
下

「
組
合
法
」
と
い
う
。）
施
行
規
則
及
び

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
団
体
法
」
と
い
う
。）
施
行
規

則
の
改
正
に
伴
い
総
会
議
事
録
及
び
理

事
会
議
事
録
の
作
成
方
法
が
変
更
に
な

り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

平
成
18
年
５
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た

「
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

「
組
合
法
」
及
び
「
団
体
法
」
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
改
正
法
で
は
、

総
会
議
事
録
及
び
理
事
会
議
事
録
に
つ

い
て
主
務
省
令
（
施
行
規
則
）
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
、
施
行
規
則
が
改
正
・

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
組
合
法
の

改
正
は
こ
の
後
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
施
行
は
平
成
19
年
４
月
１
日
が
予

定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
下
は
こ
れ
に
基
づ
く
議
事
録
作
成

方
法
の
概
要
。

■
総
会
議
事
録

今
回
の
改
正
施
行
規
則
に
よ
っ
て
、

総
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
漓
総
会
が

開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
滷
議
事
の

経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
澆
出
席
し

た
理
事
又
は
監
事
の
氏
名
潺
議
長
の
氏

名
潸
議
事
録
作
成
に
係
る
職
務
を
行

な
っ
た
理
事
の
氏
名
、
を
記
載
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
総
会
議
事
録
に

つ
い
て
は
改
正
法
に
よ
り
、
署
名
（
又

は
記
名
押
印
）
は
不
要
と
な
っ
た
。

な
お
、
従
来
の
記
載
事
項
（
改
正
前

組
合
法
、
団
体
法
が
準
用
し
て
い
た
旧

商
法
第
２
４
４
条
第
１
項
及
び
第
２

項
、
及
び
定
款
規
定
）
に
基
づ
き
既
に

作
成
さ
れ
た
議
事
録
に
つ
い
て
は
、

「
澆
出
席
し
た
理
事
又
は
監
事
の
氏
名
」

中
の
「
監
事
の
氏
名
」
以
外
は
改
正
規

則
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
総
会
議
事
録
に
あ
っ

て
は
、
記
載
事
項
で
あ
る
「
澆
出
席
し

た
理
事
又
は
監
事
の
氏
名
」に
対
応
し
、

監
事
が
出
席
し
て
い
た
場
合
に
は
従
来

の
議
事
録
に
監
事
の
氏
名
を
追
加
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
改
正
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ

た
記
載
事
項
は
、
最
低
限
の
記
載
事
項

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
記
載
し
て
い
た

「
招
集
年
月
日
」「
組
合
員
数
及
び
そ
の

出
席
者
数
」「
議
案
別
の
議
決
の
結
果

（
可
決
、
否
決
の
別
及
び
賛
否
の
議
決

権
数
）」
が
記
載
さ
れ
て
い
て
も
議
事

録
の
有
効
性
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
こ
と
か
ら
、
適
宜
記
載
し
て
差
し
支

え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

【
解
説
】

改
正
後
の
組
合
法
で
は
、
第
53
条
の

３
に
、
従
来
、
旧
第
54
条
が
準
用
し
て

い
た
旧
商
法
第
２
４
４
条
第
２
項
「
議

事
録
ニ
ハ
議
事
ノ
経
過
ノ
要
領
及
其
ノ

結
果
ヲ
記
載
シ
議
長
並
ニ
出
席
シ
タ
ル

理
事
之
ニ
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と

同
様
の
条
文
が
置
か
れ
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
総
会
の
議
事
録
に
要
求
さ
れ
て

い
た
「
議
長
及
び
出
席
理
事
の
署
名

（
記
名
押
印
）」は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
総
会
の
議
事
録
は
、
主
務
省

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
漓
書
面

又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
す
る

こ
と
滷
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び

場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、

監
事
又
は
組
合
員
が
総
会
に
出
席
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含

む
。）
澆
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ

の
結
果
潺
出
席
し
た
理
事
又
は
監
事
の

氏
名
潸
議
長
の
氏
名
澁
議
事
録
作
成
に

係
る
職
務
を
行
な
っ
た
理
事
の
氏
名
を

記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
滷
の
括
弧
内
に
つ
い
て

は
、総
会
開
催
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、

監
事
又
は
組
合
員
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
テ
レ
ビ
、
電
話
等
に
よ
り
出
席
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
出
席
方
法
を
記
載

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

改
正
後
の
団
体
法
に
お
い
て
、
第
５

条
の
23
第
３
項
及
び
法
第
47
条
第
２
項

に
お
い
て
組
合
法
53
条
の
３
が
準
用
さ

れ
て
い
る
の
で
、
組
合
法
と
同
様
の
扱

い
と
な
り
ま
す
。

■
理
事
会
議
事
録

今
回
の
改
正
施
行
規
則
に
よ
っ
て
、

理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
、
漓
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時

及
び
場
所
滷
理
事
会
の
議
事
の
経
過
の

要
領
及
び
そ
の
結
果
澆
決
議
を
要
す
る

事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有

す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の

氏
名
潺
理
事
会
に
出
席
し
た
理
事
又
は

監
事
の
氏
名
潸
議
長
の
氏
名
、
を
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

な
お
、
従
来
の
記
載
事
項
（
改
正
前

組
合
法
、
団
体
法
が
準
用
し
て
い
た
旧
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商
法
第
２
６
０
条
ノ
４
第
１
項
及
び
第

２
項
及
び
定
款
規
定
）
に
基
づ
き
既
に

作
成
さ
れ
た
理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て

は
、「
滷
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い

て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が

あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の
氏
名
」
以
外

は
改
正
規
則
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
滷
決
議
を
要
す
る

事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有

す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の

氏
名
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨

を
追
加
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
改
正
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ

た
記
載
事
項
は
、
最
低
限
の
記
載
事
項

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
記
載
し
て
い
た

「
招
集
年
月
日
」「
理
事
数
及
び
そ
の
出

席
者
数
」
「
議
案
別
の
議
決
の
結
果

（
可
決
、
否
決
の
別
及
び
賛
否
の
議
決

権
数
並
び
に
賛
成
し
た
理
事
の
氏
名
及

び
反
対
し
た
理
事
の
氏
名
）」
が
記
載

さ
れ
て
い
て
も
議
事
録
の
有
効
性
に
何

ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
適

宜
記
載
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
考

え
る
。

な
お
、理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、

署
名
と
記
名
押
印
を
任
意
に
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
登

記
に
関
し
て
は
改
正
組
合
法
第
１
０
３

条
（
改
正
団
体
法
に
お
い
て
は
第
５
条

の
23
第
５
項
、
第
54
条
に
お
い
て
改
正

組
合
法
第
１
０
３
条
を
準
用
）
に
お
い

て
、
商
業
登
記
法
第
１
４
８
条
が
準
用

さ
れ
、
同
条
に
よ
り
商
業
登
記
規
則
が

適
用
さ
れ
て
お
り
、
従
来
ど
お
り
、
代

表
理
事
の
登
記
等
に
あ
っ
て
は
商
業
登

記
規
則
に
基
づ
き
記
名
押
印
が
求
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
留
意
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

【
解
説
】

旧
組
合
法
は
、
第
42
条
で
商
法
第
２

６
０
条
ノ
４
を
準
用
し
て
い
ま
し
た

が
、
改
正
後
の
第
36
条
の
７
で
は
、
会

社
法
第
３
６
９
条（
取
締
役
会
の
決
議
）

第
３
項
、
第
４
項
、
第
３
７
１
条
（
議

事
録
等
）
の
規
定
に
合
わ
せ
て
書
き
下

さ
れ
、
正
条
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

第
１
項
で
は
、「
議
事
録
が
書
面
で

作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
出
席
理
事

が
こ
れ
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、「
署
名
」

の
み
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
が
明
示
さ

れ
ま
し
た
が
、
従
来
ど
お
り
「
記
名
押

印
」
で
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

第
２
項
で
は
、
議
事
録
が
電
磁
的
記

録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、「
主
務
省
令
で
定
め
る
署

名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」と
さ
れ
、同

措
置
は
「
電
子
署
名
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
第
36
条
の
６
第
６
項
は
、

「
会
社
法
第
３
６
６
条
（
召
集
権
者
）

及
び
第
３
６
８
条
（
召
集
手
続
）
の
規

定
（
信
用
協
同
組
合
及
び
第
９
条
の
９

第
１
項
第
１
号
の
事
業
を
行
な
う
協
同

組
合
連
合
会
以
外
の
組
合
に
あ
っ
て

は
、
監
査
役
に
係
る
部
分
を
除
く
。）

は
、
理
事
会
の
招
集
に
つ
い
て
準
用
す

る
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
ら
は
、

特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
召
集

権
者
以
外
の
理
事
の
請
求
を
受
け
た
召

集
や
召
集
権
者
以
外
の
理
事
に
よ
る
召

集
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
そ

の
旨
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。

さ
ら
に
、
会
社
法
第
３
７
０
条
を
準

用
す
る
第
36
条
の
６
第
４
項
に
よ
り
、

理
事
会
の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を

事
前
に
提
案
を
し
、当
該
案
件
に
つ
き
、

理
事
全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き

は
、
当
該
提
案
を
可
決
す
る
旨
の
決
議

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
定
款
で

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

し
た
が
っ
て
、
現
実
に
理
事
会
を
開

催
す
る
こ
と
な
く
、
書
面
の
み
あ
る
い

は
電
磁
的
方
法
の
み
に
よ
り
理
事
会
決

議
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
第
５
項
に
よ
り
、

理
事
が
理
事
の
全
員
に
対
し
て
理
事
会

に
報
告
す
べ
き
事
項
を
通
知
し
た
と
き

は
、
当
該
事
項
を
理
事
会
へ
報
告
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
組
合
法
施
行
規

則
で
は
、
招
集
権
者
以
外
の
理
事
の
請

求
を
受
け
た
招
集
や
招
集
件
者
以
外
の

理
事
に
よ
る
招
集
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に

つ
い
て
は
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
べ
き

こ
と
、
理
事
会
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
場
合
の
議
事
録
の
記
載
の

方
法
、
理
事
会
へ
の
報
告
が
不
要
と
さ

れ
た
場
合
の
議
事
録
の
記
載
方
法
に
つ

い
て
定
め
て
い
ま
す
。

改
正
後
の
団
体
法
に
お
い
て
、
第
５

条
の
23
第
３
項
及
び
法
第
47
条
第
２
項

に
お
い
て
組
合
法
第
53
条
の
３
が
準
用

さ
れ
て
い
る
の
で
、
組
合
法
と
同
様
の

扱
い
と
な
り
ま
す
。

■
詳
細
に
つ
い
て
は

本
会
の
指
導
相
談
室
（
℡
０
４
３
・
２

４
２
・
３
２
７
７
）
又
は
銚
子
支
所

（
℡
０
４
７
９
・
２
４
・
１
５
７
０
）

若
し
く
は
松
戸
支
所
（
℡
０
４
７
・
３

６
８
・
３
９
９
２
）
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